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令和５年第２回大仙市議会定例会会議録第４号

令和５年６月２０日（火曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

令和５年６月２０日（火曜日）午前１０時０２分開議

第 １ 議長報告 例月現金出納検査結果

第 ２ 議案第 ９４号 大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

（総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ３ 議案第 ９５号 大仙市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ４ 議案第 ９６号 大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例及び大仙市中里温

泉条例の一部を改正する条例の制定について

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第 ９７号 財産の取得について

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第 ９８号 令和５年度大仙市企業団地整備事業特別会計への繰入額の変

更について （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第 ９９号 令和５年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第１００号 令和５年度大仙市一般会計補正予算（第３号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第１０１号 令和５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第１０２号 令和５年度大仙市企業団地整備事業特別会計補正予算（第２

号） （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第１１ 議案第１０３号 令和５年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号）

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１２ 議案第１０４号 令和５年度大仙市一般会計補正予算（第４号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 陳情第 ２３号 最低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡充

を求める意見書」の採択を求める陳情書

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 各委員会からの閉会中の継続審査及び調査の申し出について

第１５ 議員の派遣について

出席議員（２４人）

１番 佐 藤 芳 雄 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１０番 古 谷 武 美 １１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作

１３番 小 松 栄 治 １４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男

１６番 山 谷 喜 元 １７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英

１９番 橋 村 誠 ２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男

２２番 大 山 利 吉 ２３番 鎌 田 正 ２４番 後 藤 健

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 佐 藤 芳 彦

副 市 長 今 野 功 成 教 育 長 伊 藤 雅 己

代 表 監 査 委 員 武 田 哲 也 上下水道事業管理者 舛 谷 祐 幸

総 務 部 長 福 原 勝 人 企 画 部 長 伊 藤 公 晃

市 民 部 長 伊 藤 敬 健 康 福 祉 部 長 佐々木 隆 幸

農 林 部 長 渡 邊 重 美 経 済 産 業 部 長 冨 樫 真 司
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観光文化スポーツ部長 加 賀 貢 規 建 設 部 長 佐々木 英 樹

病 院 事 務 長 藤 原 孝 之 教育委員会事務局長 山信田 浩

総務部次長兼総務課長 小 林 孝 至

議会事務局職員出席者

局 長 斎 藤 秋 彦 主 幹 佐 藤 和 人

主 幹 佐々木 孝 子 主 任 小山田 竜 司

午前 ９時５８分

○議長（後藤 健） おはようございます。

開議に先立ちまして、表彰状の伝達を行います。

去る６月１４日に開催されました全国市議会議長会第９９回定期総会において、佐藤

芳雄副議長が正副議長在職４年以上の功労により、また、佐藤隆盛議員と小松栄治議員

が議員在職２０年以上の功労により表彰されましたので、その表彰状の伝達を行います。

表彰された佐藤芳雄副議長と佐藤隆盛議員及び小松栄治議員は、演壇の前までお進み

ください。

【表彰状伝達】

○議長（後藤 健） 以上をもちまして、表彰状の伝達を終了いたします。

午前１０時０２分 開 議

○議長（後藤 健） これより本日の会議を開きます。

○議長（後藤 健） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長（後藤 健） 日程第１、この際、諸般の報告をいたします。

例月現金出納検査結果が市監査委員から提出されましたので、お手元に配付のとおり

報告いたします。

○議長（後藤 健） 日程第２、議案第９４号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務企画常任委員長１９番橋村誠議員。
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（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、橋村議員。

【１９番 橋村誠議員 登壇】

○総務企画常任委員長（橋村 誠） おはようございます。

本会議第３日、当常任委員会に審査付託となりました事件につきまして、休会中に委

員会を開催し、関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結

果について、ご報告いたします。

議案第９４号「大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」につきましては、当局の説明に対し、委員から「この間に交付され

た特殊勤務手当の特例に該当した実績について、教えていただきたい。」との質疑があ

り、当局からは「身体に接触しない作業に従事した職員には、日当３千円が支給され、

従事者数については、実人数が４名、支給額が２万４千円である。また、身体に接触す

る作業に従事した職員には、日当４千円が支給され、従事者数については、実人数が

２４名、支給額が７４万４千円である。」との答弁がありました。

当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件

は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【１９番 橋村誠議員 降壇】

○議長（後藤 健） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第９４号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（後藤 健） 日程第３、議案第９５号を議題といたします。
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本件に関し、委員長の報告を求めます。教育厚生常任委員長２２番大山利吉議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、大山議員。

【２２番 大山利吉議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（大山利吉） 改めまして、おはようございます。

ご報告いたします。

本会議第３日に当委員会に審査付託となりました事件につきまして、去る６月１２日

に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めまして慎重審査いたしましたので、そ

の経過及び結果について、ご報告いたします。

議案第９５号「大仙市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」につきまして

は、当局の内容説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をも

ちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【２２番 大山利吉議員 降壇】

○議長（後藤 健） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第９５号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（後藤 健） 日程第４、議案第９６号から日程第７、議案第９９号までの４件を

一括して議題といたします。

本４件に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長９番髙橋徳久議員。

（「はい、議長、９番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、髙橋議員。
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【９番 髙橋徳久議員 登壇】

○産業建設常任委員長（髙橋徳久） おはようございます。

今次定例会、本会議第３日に当常任委員会に審査付託となりました事件につきまして、

去る６月１２日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしまし

たので、その経過及び結果についてご報告いたします。

はじめに、議案第９６号「大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例及び大仙市中里

温泉条例の一部を改正する条例の制定について」につきましては、当局からの内容説明

に対し、委員から「「柵の湯」について、令和６年度から指定管理者による管理運営を

行うため使用料設定を変更するとのことだが、中里温泉の使用料と異なるのはなぜ

か。」との質疑があり、当局からは「指定管理施設と市直営施設の条例設定の違いであ

る。条例上、指定管理施設は上限額の設定をし、市直営施設は実負担額を設定すること

となる。指定管理施設への移行を目指す「柵の湯」については、ほかの指定管理施設と

同様に上限額５２０円の使用料設定とし、市直営施設の中里温泉については、来年度か

らの入湯料の値上げ方針に基づき実負担額５００円の使用料設定とするため、今回この

ような内容で条例改正の上程をさせていただいたものである。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

次に、議案第９７号「財産の取得について」につきましては、当局からの内容説明に

対し、委員から「取得する財産のうち、一筆だけ共有地がある。共有地の取り扱いは複

雑な場合が多いので確認するが、当該土地の権利者は２名ということでよいか。」との

質疑があり、当局からは「今回の財産取得３９筆のうち、大曲西根字鳥居３３２番以外

の３８筆は地目「田」であるが、共有地である当該土地のみ「雑種地」となっている。

市道と田の間にある土地であり造成区域の一部となっているため今回取得するもの。公

簿でも２名の共有地であることは確認しており、両者から同意を得て提供いただくもの

である。」との答弁がありました。

その他、質疑はなく、当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第９８号「令和５年度大仙市企業団地整備事業特別会計への繰入額の変更

について」及び議案第９９号「令和５年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変
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更について」の２件につきましては、当局からの内容説明を了とし、質疑及び討論はな

く、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本２件は原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（後藤 健） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第９６号から議案第９９号までの４件を一括して採決いたします。本

４件に対する委員長報告は原案可決であります。本４件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって本４件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（後藤 健） 日程第８、議案第１００号から日程第１２、議案第１０４号までの

５件を一括して議題といたします。

本５件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務企画常任委員長１９番橋

村誠議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、橋村議員。

【１９番 橋村誠議員 登壇】

○総務企画常任委員長（橋村 誠） ご報告いたします。

議案第１００号「令和５年度大仙市一般会計補正予算（第３号）」のうち、当委員会

に審査付託となりました所管する補正予算につきましては、当局からの内容説明に対し、

質疑において、委員から、総合防災課所管の災害に強いまちづくり事業費について、

「全ての自主防災組織に、今後、災害時に必要となる発電機の設置を進めていく予定な

のか。」との質疑があり、当局からは「講習会等を通して、発電機等の備品購入ができ
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る補助制度等を伝えている。今後も順次、環境の充実が図られるよう努めていきた

い。」との答弁がありました。

次に、地域活動応援課所管のコミュニティ助成事業費について、「採択になるまで何

年もかかっているケースについて、詳しく教えていただきたい。」との質疑があり、当

局からは「自治総合センターが実施する事業であり、申請総額が事業総額を超えた場合

は採択されない事業もあるが、不採択となった団体については再申請が可能となってい

る。市でも内容を確認し、採択に向けた申請支援を行い、翌年度以降に再申請していた

だいている。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【１９番 橋村誠議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、教育厚生常任委員長２２番大山利吉議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、大山議員。

【２２番 大山利吉議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（大山利吉） ご報告いたします。

議案第１００号「令和５年度大仙市一般会計補正予算（第３号）」につきましては、

当局からの補正内容の説明に対し、教育指導課所管のキャリア教育推進「総合的な学力

育成」事業費について、委員から「就学援助費として、家庭でのインターネット環境整

備に係る費用を支援してもらえるのか。」との質疑があり、当局からは「昨年度から、

タブレットの通信費に関しては全額支援している。」との答弁がありました。

また、委員から「就学援助を受けることができない方も含め、全ての児童・生徒がタ

ブレットを家庭に持ち帰ってインターネットを使える環境を整備できないのか。」との

質疑があり、当局からは「市教育委員会では、貸し出し用のモバイルルーターを５００

台ほど準備しており、通信料を負担いただくことにはなるが、一般的なものより安い金

額で使用できる形となっている。市内の小・中学校の児童・生徒に配付しているタブ
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レットは全部で５千台ほどになるため、その通信経費全てを市が負担するというのは難

しいと考えている。」との答弁がございました。

その他、質疑がありましたが、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまし

て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第１０１号「令和５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）」につきましては、当局からの補正内容の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

次に、議案第１０４号「令和５年度大仙市一般会計補正予算（第４号）」につきまし

ては、当局からの補正内容の説明に対して、はじめに、生活環境課所管のゼロカーボン

シティ推進事業費について、委員から「この事業で補助対象となる設備について、それ

ぞれの申請見込み件数を上回る申請があった場合、どうなるか。」との質疑があり、当

局からは「事業予算内で調整を図り進めるが、予算が足りなくなる場合は、補正予算を

組むなどの検討をしていきたいと考えている。なお、この事業については、来年度以降

も継続して実施したいと考えている。」との答弁がありました。

また、別の委員から「設備等の購入に当たり、市内業者に限定するなどの要件はある

のか。」との質疑があり、当局からは「この事業の補助対象になっている太陽光発電設

備については、大仙市が行う住宅リフォーム支援事業の補助対象にも含まれており、そ

ちらでは市内業者に限定して実施しているが、実績がゼロとなっている。市内業者に限

定してしまうと、太陽光発電設備の導入が進まないことから、この事業においては脱炭

素社会の実現に向けて取り組むべく、太陽光発電等の設置等に当たっては市内業者に限

定していないところである。」との答弁がございました。

次に、社会福祉課所管の社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費について、委員から

「大仙市内に入所系施設、複合系施設、通所系施設は、それぞれどのぐらいあるの

か。」との質疑があり、当局からは「介護保険施設と障がい福祉サービス事業所を足し

た施設数では、入所系施設が８３施設、複合系施設が９施設、通所系施設が６５施設と

なっている。ただし、特別養護老人ホームで入所とデイサービスをやっている場合があ

るため、施設数については延べ数である。」との答弁がありました。

次に、生涯学習課所管の第３６期竜王戦大仙対局関連経費について、委員から「竜王

戦七番勝負の第６局「大仙対局」の前に勝敗が決した場合、予定されている日程はどう
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なるのか。」との質疑があり、当局からは「大仙対局が行われない場合は、１２月５日

に竜王となった棋士を大仙市に招待し、祝賀会を開催することとなっている。１２月６

日には、小・中学生との交流イベントの実施を検討しているほか、大仙市の文化財、自

然などを竜王に巡ってもらい、大仙市の勝負めしも併せて食べていただくことを考えて

おり、大仙市の魅力発信につなげてまいりたい。」との答弁がございました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【２２番 大山利吉議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、産業建設常任委員長９番髙橋徳久議員。

（「はい、議長、９番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、髙橋議員。

【９番 髙橋徳久議員 登壇】

○産業建設常任委員長（髙橋徳久） ご報告いたします。

はじめに、議案第１００号「令和５年度大仙市一般会計補正予算（第３号）」のうち、

当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、企業立地推進課が所管

する予算説明に対しましては、質疑がありませんでした。

次に、文化財課所管の生誕１５０年記念『鈴木空如顕彰』事業費について、委員から

「映像を制作するとのことだが、何分ぐらいの映像を作る想定でいるのか。また、テレ

ビ放映のエリアや時間帯はどのようになっているのか。」との質疑があり、当局からは

「映像は５５分の番組を制作する予定であり、秋田県内で放映し、時間帯はゴールデン

タイムの午後７時から午後１０時の間を予定している。」との答弁がありました。

また「チラシを配布するとのことだが、そのチラシの内容と配布する地域はどのよう

になるのか。」との質疑があり、当局からは「空如展開催をお知らせするチラシとなっ

ており、関西地域の催事が行われる施設に配布予定となっている。」との答弁がありま

した。
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次に、スポーツ振興課所管の体育館管理費について、委員から「２年前に北九州市の

中学校で老朽化したバスケットゴールが落下し女子生徒が負傷した事故があった。それ

と同様な老朽化したバスケットゴールも市内の体育館施設にもあると思うが、その管理

状況はどうなっているのか。」との質疑があり、当局からは「北九州市の事故と同様の

ゴールを設置している市内施設はあるが、使用時に動作確認と安全点検を実施するよう

各施設には呼び掛ける対応をしている。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

次に、議案第１０２号「令和５年度大仙市企業団地整備事業特別会計補正予算（第２

号）」について、委員から「第１期造成の際、建物部分の盛り土が不要であったとの理

由で、７，０００万円の減額補正をした経緯がある。建物部分の盛り土が不要であるな

ら、その点を考慮して、完成造成面を下げておけば予算の圧縮も期待できるため、一つ

の手法かと思うが、その点についてどのように考えているのか。」との質疑があり、当

局からは「掘ってみないと分からない部分はあるが、設計からは場所によって２５セン

チから５０センチの幅があると聞いている。予算は４０センチから５０センチ掘削する

ことで計上させていただいているが、第１期工事の結果を踏まえ、実際発注する際は、

２５センチから３０センチ程度の掘削で一旦発注したいと考えている。場所によってさ

らに掘削が必要な場合は、予算の範囲内で増額変更をし、事業を進めてまいりたい。」

との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

次に、議案第１０３号「令和５年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１

号）」について、委員から「大台スキー場の人工降雪機は、何年に設定して経過年数は

どれくらいなのか。また、年間の稼働日数は何日くらいなのか。」との質疑があり、当

局からは「平成９年に設置しており、２６年が経過している。稼働日数については、

シーズン始めの２週間ほどである。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した
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次第であります。

次に、議案第１０４号「令和５年度大仙市一般会計補正予算（第４号）」につきまし

ては、当局からの補正内容の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委

員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（後藤 健） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第１００号から議案第１０４号までの５件を一括して採決いたします。

本５件に対する委員長報告は原案可決であります。本５件は、委員長報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって本５件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（後藤 健） 日程第１３、陳情第２３号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長９番髙橋徳久議員。

（「はい、議長、９番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、髙橋議員。

【９番 髙橋徳久議員 登壇】

○産業建設常任委員長（髙橋徳久） ご報告いたします。

当委員会で、継続審査となっておりました陳情第２３号「最低賃金の改善にあたり、

「中小企業・零細企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書」につきまし

ては、現在の物価高騰等厳しい社会情勢の中、その願意は認めるが、これを実現させる

となればかなり厳しいと思う。反対するものではないため、趣旨採択とすべきとの意見

があり、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は趣旨採択すべきものと決し

た次第であります。
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以上で、報告を終わります。

○議長（後藤 健） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

【９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（後藤 健） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 討論なしと認めます。

これより陳情第２３号を採決いたします。本件に対する委員長報告は趣旨採択であり

ます。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって本件は、趣旨採択することに決しま

した。

○議長（後藤 健） 日程第１４、各委員会からの閉会中の継続審査及び調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各委員長から審査及び調査中の事件につき、会議規則第１０４条並びに第１１０条の

規定により、お手元に配付いたしましたとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出が

ありました。

お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とす

ることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおりと

決しました。

○議長（後藤 健） 日程第１５、議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りします。地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６５条の規定により、

お手元に配付のとおり大仙市議会市政懇談会へ議員派遣することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 異議なしと認めます。よって、大仙市議会市政懇談会へ議員派遣す
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ることに決しました。

○議長（後藤 健） 以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。

○議長（後藤 健） これにて令和５年第２回大仙市議会定例会を閉会いたします。

長期間にわたり大変お疲れさまでした。

午前１０時３３分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和 年 月 日

大仙市議会議長

議 員

議 員

議 員
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